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花かおり 緑あふれ 人輝くまち こうのす

問い合わせ 鴻巣市役所 ０４８－５４１－１３２１（代表）

教育部 学務課 学事担当 （内線）３３２０・３３２２

就学援助費受給者に対する緊急支援給付金を支給

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、「鴻巣市就学援助費支給要綱」に基づく

就学援助費の受給者に対して、緊急的かつ特別な給付措置として緊急支援給付金を支給し

ます。

【対 象】 令和２年４月３０日において就学援助費の支給決定を受けている方を対象

とします。ただし、生活保護法に規定する要保護者や、令和２年度鴻巣市ひ

とり親家庭等緊急支援給付金の受給者等は対象外となります。

【給付額】 就学援助費受給対象児童又は生徒１人あたり

３０，０００円（支給回数は１回）

【給付時期】令和２年６月中旬を予定

鴻巣市就学援助費支給要綱の就学援助とは？

経済的な理由により就学が困難と認められる

児童又は生徒の保護者に対して、就学に必要な

費用（学用品費や通学用品費など）を支給して

います。

鴻巣市では、新型コロナウイルス

に負けず、健やかに子どもたちが成

長できるよう支援します！


